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287 55%
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1 0.2%
2 0.4%
15 3%
6 1%
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V ol.

  T E L  : 0 3 -5 2 5 3 -1 1 1 1 ( 3 9 8 1 3 9 3 7 3 9 4 2 ) 

F A X  : 0 3 -3 5 9 5 -3 6 7 0  
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1001 2
1001 1
1001 1

1001 3
26 10 1
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17 17
31 17 26 0726005

24
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0726005 
17 26

17 17 31

17 17 31
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17
17 31
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事業者指導課（施設係）からのお知らせ

（１）平成３０年４月１日適用開始の体制届出

→平成３０年４月２日（月）までに届出 

（２）平成３０年度介護職員処遇改善加算届出書（計画書）等 

→別途ホームページでお知らせしています。 

（３）平成２９年度介護職員処遇改善加算実績報告書

→平成３０年７月３１日（火）までに提出 

２ 平成３０年度報酬改定に伴い、重要事項説明書が変更となる場合について

(1) 平成３０年度からの利用申込者に対しては、変更内容を反映させた重要事項説明書

を作成の上、当該説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得てください。 

(2) 既存の利用者に対しては、変更内容を反映した重要事項説明書（同意を得ている重

要事項説明書の内容の一部差し替えとして、変更部分のみでも可）を交付して説明を

行ってください。 

３ 運営規程の記載内容の変更について

   平成３０年８月から、一定以上所得者の利用者負担の見直しが行われることに伴い、

利用料の額について、運営規程に「法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示

上の額の１割又は２割」である旨記載している場合は、３割負担となる場合についての

追記が必要となります。 

運営規程の記載内容を変更するとともに、変更後１０日以内に変更届出を提出し

てください。 

４ 事業者指導課へお越しの際の駐車場について 

事業者指導課が入っている KSB 会館には、事業者指導課用の駐車場はありませ

ん。お越しの際は、市役所駐車場又はお近くの駐車施設に止めてください。 

１ 事業者指導課に提出が必要な書類について

資料５
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５ 事業者指導課のメールアドレスの変更について

事業者指導課のメールアドレスについて、平成３０年４月末で使用できなくなります。 

   新しいメールアドレスへ変更をお願いします。 

なお、新しいメールアドレスは、平成３０年４月末以前から使用できます。

変更前  ji-shidou@city.okayama.jp

「okayama.jp」 の間に「lg.」が追加 

変更後  ji-shidou@city.okayama.lg.jp

６ メールアドレス登録及び変更の事業者指導課への報告について

各事業所あてに介護保険に係る、各種情報等を迅速に周知するため、電子メールによ

る利用を促進します。 

メールアドレスを報告していない、変更があった場合には、次のとおり報告をお願い

します。 

（担当係）岡山市事業者指導課施設係

（報告方法）電子メール ji-shidou@city.okayama.lg.jp

（報告内容）次の事項を記載してください。

      ・【件名】「メールアドレスの登録・変更（施設名）」

      ・サービス種別、事業所名、担当者氏名、連絡先

・メールアドレス

７ 疑義照会（質問）について

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、原則と

して「質問票」（巻末及びホームページに掲載）により、ＦＡＸにて送信してください。 

-97-



質 問 票

平成   年   月   日 

事業所名  

サービス種別 事 業 所 番 号 ３ ３

所 在 地

電話番号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

担当者名 (氏名)                                      (職名)

【質 問】 

【回 答】

※ ご質問がある場合は、この質問票により、必ずＦＡＸにてお問い合わせください。
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